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　平成 12 年４月の地方分権一括法施行後、市町村は、自己決定・
自己責任のもとで自治体運営を行っていくために、より専門性を備えた
人材を確保するための多様な人材育成施策を講じる必要性に迫られ、
平成 14 年 12 月、高知県内全市町村の広域研修機関として「こうち
人づくり広域連合」を設立し、平成 15 年に第 1次広域計画を策定し
ました。

　全国的な合併推進運動により高知県内市町村も 53 市町村から 34
市町村へと再編される動きのなか、平成 20 年に策定した第２次広域
計画では、今後の人材育成は「地域の将来に夢をもって、未来を熱

く語り行動する人づくり」が重要との目指すべきミッションを定め、新たに各市町村の人材育成基本方
針に対応した研修事業等を盛り込み、住民とのよりよい協働関係、経営的思考の確立を目指し、より
効果的な事業実施に努めてきました。
｠
　この間、地域の自主性及び自立性を高める改革の推進を最重要課題に掲げる政府の施策により、
新たに権限委譲される事務権限、義務付けが緩和されることへの対応などが重要課題として浮かび
上がっているとともに、地方財政を取り巻く状況はさらに厳しさを増し、最小の資源で最大の効果を上
げるべく、市町村においては、これまで以上に効率的な組織体制の構築及び分権改革を担う人材の
育成が強く求められています。
｠
　一方、高知県内の市町村を取り巻く状況をみますと、経済・雇用情勢の悪化、全国に約 10 年先
行する急速な高齢化の進行、住民意識の変化や価値観の多様化等の要因により、行政需要がます
ます増加し複雑化するとともに、急速な世代交代の進行により、職員の対応も困難度を増している状
況にあり、組織を担う職員の能力向上及び意識変革が、急務の課題となっています。
｠
　第３次広域計画では、これらの諸課題を踏まえ、「自ら学び、考え、地域とともに未来を切り拓く熱
い人づくり」を目指しながら、全体の奉仕者としての高い倫理観の醸成に努め、研修事業、研修支
援事業、人材交流事業、政策研究事業に関する事務を、より発展的な視点から総合的かつ計画的
に推進していきます。
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広域連合と構成市町村が連携を図りながら、

次に掲げる基本理念にのっとり、

「自ら学び、考え、地域とともに未来を切り拓く

熱い人づくり」を目指して、事業を推進していきます。

時代の変化を的確に把握し、
新たな行政課題に迅速に対応できる
個性的で創造性の豊かな人づくり

多様な主体との新たな協働関係を構築し、
地域の総合的活力を生み出す人づくり

高い人権意識、使命感、責任感にあふれ、
住民福祉の向上を担う自立的な人づくり

１．基本理念
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広域連合は、協力的に人材育成にあたる構成市町

村と充分な連携関係を保ち、研修事業、研修支援事

業、人材交流事業、政策研究事業に関する取り組み

を行うとともに、研修の成果が効果的に構成市町村

の行政に反映させていくことができるように、研修

内容の見直しや研修技法等の適宜改善を行い、制

度的支援を行っていきます。

２．広域連合と構成市町村の基本的役割
基本理念を達成するため、広域連合及び市町村は、研修効果の向上

はもとより構成市町村の職員間の交流による情報交換、相互啓発の

機会の促進に努め、それぞれの役割分担のもとで、本格的な地方分

権改革の流れに即応することのできる人材の育成・確保に努めます。

構成市町村は、各市町村で定めた人材育成基本方

針に基づき、自ら各種研修事業の実施に努めるとと

もに、広域連合が実施する研修事業、研修支援事業、

人材交流事業、政策研究事業に主体的かつ積極的

に参画し、個別的な階層指定を行うなど職員の人材

開発を計画的に推進していきます。
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広域連合の事業は、次に掲げる基本方針にのっとり、

構成市町村と緊密な連絡調整を図りながら、

総合的かつ計画的、効果的に実施していきます。

３．事業実施に当たっての基本方針

構成市町村の
研修ニーズの把握

構成市町村を取り巻く社会経済情勢が大き

く変化するなかで、市町村長等の意向もふま

え、構成市町村の研修ニーズや人事行政上

の課題等の把握に努めるとともに、新たな行

政需要に的確に対応した事業を展開し、本格

的な地方分権改革の流れに対応できる創造

的な人材育成に努めていきます。 

構成市町村との
相互補完的機能の充実

人材育成における構成市町村間の格差を是

正するため、構成市町村が策定する人材育成

方針との連携を保ちながら、構成市町村と広

域連合は密接な連携を取り合うことにより研

修効果を高めるとともに、構成市町村の研修

機能等の強化を支援するなど相互に補完的

な役割を担っていきます。 

構成市町村の広域的な
地域連携や事業の促進

構成市町村の自主・自立的な参画によって、

研修担当者間や職員間のネットワークの構

築により市町村間での情報やノウハウの共

有を促進し、広域的な地域課題の解決に向

けた事業の推進を図っていきます。 

地域づくりを担う
創造性豊かな人材の育成

広域的な地域課題をテーマとして、地域住民

等とともに政策研究を行い、職員の実践的な

政策形成能力の開発を図るとともに、地域課

題の解決に向けて取り組み、多様な主体との

パートナーシップを強化し、地域力を創造して

いくための環境整備に努めていきます。 
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４．事業計画
広域連合は、構成市町村を取り巻く行政課題の変化に対応し、

積極的に課題解決に向けて取り組むことのできる職員を育成し

ていくために、多様な研修機会を提供するとともに、自己啓発の

支援にも留意し、各事業についての事業目的及び実施方針を定

めることとします。

研修事業

人材交流
事業

研修支援
事業

政策研究
事業
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研修事業における目的と実施方針は次のとおりとします。

幅広い人権意識の涵養と倫理観、使命感の醸成 

各階層に応じた役割を担うことのできる自立型職員の育成 

多様な主体との新たな協働関係の構築と推進 

（１）研修事業

幅広い人権問題に対する意識の涵養と、公務員としての倫理観、使命感を醸成
するための研修を実施する。 

本格的な地方分権改革の流れに対応していくため、自主・自立的に政策を遂行
することのできる政策形成能力及び政策法務能力等の向上を図っていくための
研修を実施する。

地域住民との新たな協働関係を築いていくために必要なスキルを身につけるた
めの研修を実施するとともに、構成市町村のニーズに応じてNPO法人、地域自
治組織等からの参加を含む、より効果的な研修を実施する。

階層別研修を補完し、さまざまな職務に必要な専門知識や基礎的実務能力の
向上を図るとともに、行政組織内の活性化を図り、職員の自己啓発を促すため
の研修を実施する。 

市町村長や市町村議会議員等が広く自治体経営に係る経営戦略、社会経済情
勢等について理解を深め、強い意志とリーダーシップをもって活力ある地域社
会の構築を先導するための研修を実施する。

マネジメントサイクル（PDCA）にのっとり、研修成果の向上をめざし、受講アン
ケート、研修記録等などを充分に活用して効果の測定を行い、構成市町村と相
互に事業効果を評価・検証しながら進める。 
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研修実施 研修参加 講師招聘事業評価 地域力創造研修

市町村長 一般住民

地域自治組織

非営利活動法人

大学・研究機関

民間企業

各種民間団体等

管理監督職員

人事・研修担当職員

一般職員

市町村議会

階層別研修

能力向上・開発研修

地域力創造研修

市町村議会議員等研修

人権意識
倫理観
使命感

自立型職員
の育成

新たな
協働関係

新
た
な
協
働
関
係

研
修
ニ
ー
ズ
把
握

研
修
受
講
支
援
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研修支援事業における目的と実施方針は次のとおりとします。

構成市町村が企画する研修の円滑な推進に向けての協力支援 

構成市町村職員による自主的な研修企画の支援 

活力のある行政組織及び地域活性化の推進 

全国的な研修機関等が実施する有益な研修情報の提供と
参加の支援 

（２）研修支援事業

研修講師情報を体系的に整備することにより必要な情報提供等を行い、
市町村で企画する研修を円滑に推進できるように支援する。 

視聴覚教材の充実を図るとともに、研修関係図書を充実し、
構成市町村の利便性を向上させる。 

全国的な研修機関、中央省庁、関係機関等で行う研修への構成市町村職員の
参加を支援する。 

自主企画による国内・海外派遣研修を支援し、国際感覚を磨くとともに、
地域社会におけるさまざまな交流、協力関係を推進できる人材を育成する。 
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構成市町村の研修の企画、実施及び研修講師の派遣を支援する。 

目的目的



講師派遣研修企画 補助金交付講師派遣 自主企画研修・職員派遣の実施

講師派遣研修

講師情報整備事業

自主企画研修

派遣研修

各種研修事業の企画・実施

自主企画研修の企画・立案

研修機関等への職員派遣

庁内研修ニーズの把握

自主企画研修の周知・公募

派遣職員の指名・公募

人事・研修担当課

研修企画
への
協力支援

研修情報
の提供

活力ある
行政組織
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人材交流事業における目的と実施方針は次のとおりとします。

構成市町村間、民間企業等との連携・交流の調整と推進 

構成市町村が実施するインターンシップ生受入れの支援 

先進的な人材交流情報、人材開発情報の提供 

（３）人材交流事業

職員の各市町村間、民間企業・NPO等との交流を促進する
ことにより、経営感覚、コスト意識、折衝能力等を習得し、職
員の意識改革と視野の拡大を図ることによって、健全な行
政経営感覚を有する人材を育成する。 

学生の就業意識を高めるとともに、構成市町村の
職場活性化などを図るためにインターンシップに
対する支援を行う。
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先進的な人材交流情報、人材開発情報など有益な
情報を提供することにより、構成市町村の人材育
成に関する取り組みを側面的に支援する。 

目的目的



支援 調整

派遣研修

インターンシップ

人事交流

民間企業等派遣研修

インターンシップ支援

人材交流情報

経営感覚
コスト意識
折衝能力

職場活性化 人材交流

市町村

市町村

大学

民間企業等
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政策研究事業における目的と実施方針は次のとおりとします。

広域的な地域課題の政策研究の実施と構成市町村の施策への反映 

地域住民と行政の協働による地域づくりの推進と人材育成 

政策形成能力を高めるための自主的な活動の推進

（４）政策研究事業

広域的な地域課題をテーマとして政策研究
を行い、職員の実践的な政策形成能力の開発
を図るとともに、地域課題の解決に向けて地
域住民と取り組み、地域づくりを担う人材の
育成に努め、活動成果を構成市町村の施策
に反映させていくことを目指す。

政策研究の成果を構成市町
村が具体的に実施する場合
に必要な支援を行う。

構成市町村職員の政策形成能力
を高めるために必要な基本的知
識や技法を習得するための研修
を実施する。
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構成市町村の政策形成に
関する自主研究グループ
活動を支援する。 

目的目的



ニーズの把握 実施募集

支援

連携

連携

支援

実施

還元

実施

支援

参加

支援

成果の利用

研修事業

成果の施策反映

成果の公表

政策研究

政策研究成果利用支援

自主研究グループ活動支援

政策形成研究会

地域課題
の解決

政策形成
能力開発

地域住民
との協働

政
策
形
成
研
究
会

協
働

市
町
村

地
域
住
民
等

参加参加
参加

参加
政策研究活動 自主研究活動

12

広域連
合



構成市町村が、職員等の研修、人材交流及び政策研究に関する事務
を主体的かつ円滑に処理していくため、連絡調整会議を開催し、構成
市町村間の連絡調整及び情報の一元的な収集・提供を行う。

５．各事業の連絡調整

広域連合の実施する各種事業を円滑に推進し、積極的な参画を促進するためには、構
成市町村のニーズ等を把握し、効率的かつ効果的な実施を図ることが不可欠であるた
め、広域市町村圏ブロック会、広域研修・政策研究部会、研修支援・人材交流部会、こう
ち人づくり広域連合連絡調整会議と、段階的に会議を積み重ねることによって意見を集
約し、構成市町村に提供できるように充分な連絡調整を行います。

こうち人づくり広域連
合連絡調整会議

連絡調整会議における協議又は検討内容等を深めるため、広域研修
・政策研究部会並びに研修支援・人材交流部会を開催し、両部会にお
いて具体的な取り組み内容について協議する。

広域研修・政策研究部
会／研修支援・人材交

流部会

構成市町村のニーズを充分に把握し、広域研修・政策研究部会並びに研修支援・人材交流
部会での協議に反映するとともに、連絡調整会議の業務を円滑に推進し、広域連合の実施
する事業への積極的な参画を促進するため、広域市町村圏ブロック会を開催する。

広域市町村圏ブロック
会
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安芸広域

高幡広域

幡多広域

仁淀川・高吾北広域

高知中央・嶺北広域

ブロック会の区分

安芸広域
市町村圏ブロック

室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町
北川村、馬路村、芸西村　（９） 

高知中央・嶺北広域
市町村圏ブロック

高知市、南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町
土佐町、大川村　（８）

仁淀川・高吾北広域
市町村圏ブロック

土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村（６）

高幡広域
市町村圏ブロック

須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町　（５）

幡多広域
市町村圏ブロック

宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村
黒潮町　（６）

ブロック名 市町村名
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こうち人づくり広域連合のあゆみ

平成13年

 

平成14年

 

 

 

 

 

平成15年

 

 

 

平成16年

平成17年

 

 

 

平成18年

 

 

平成19年

 

平成20年

 
平成23年

平成24年

 

県が「市町村人材確保・育成支援体制等調査検討委員会」を設置

同委員会が「市町村人材確保・育成に関する提言」を作成

広域研修機関設立準備事務局を設置

県内全53市町村議会の議決を受け、こうち人づくり広域連合の設置許可を県知事に申請

県知事が設置を許可、こうち人づくり広域連合規約制定

こうち人づくり広域連合規約施行、こうち人づくり広域連合設立

松尾徹人高知市長が初代広域連合長に就任

設立記念式典を開催

第１回連絡調整会議開催

第１回こうち人づくり広域連合議会臨時会開会、初代議長選任

第２回こうち人づくり広域連合議会定例会開会、第１次広域計画議案を議決

新採用職員研修を始めとする研修事業開始

第１回人材交流・人材確保部会担当者会開催

第１回広域研修・調査研究部会担当者会開催

岡﨑誠也高知市長が第二代広域連合長に就任 

伊野町、吾北村、本川村が合併し、いの町発足

鏡村、土佐山村が高知市へ編入合併

葉山村、東津野村が合併し、津野町発足

中村市、西土佐村が合併し、四万十市発足

池川町、吾川村、仁淀村が合併し、仁淀川町発足

中土佐町、大野見村が合併し、中土佐町発足

赤岡町、香我美町、野市町、夜須町、吉川村が合併し、香南市発足

土佐山田町、香北町、物部村が合併し、香美市発足

佐賀町、大方町が合併し、黒潮町発足

窪川町、大正町、十和村が合併し、四万十町発足

各広域市町村圏ブロック会を初めて開催

岡﨑誠也高知市長が第三代広域連合長に就任 

春野町が高知市へ編入合併

第12回こうち人づくり広域連合議会定例会開会、第２次広域計画議案を議決

岡﨑誠也高知市長が第四代広域連合長に就任 

第21回こうち人づくり広域連合議会定例会開会、第３次広域計画議案を議決

こうち人づくり広域連合創立10周年記念祝賀会を開催
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